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関 連 資 料 

１１１．．．敦敦敦賀賀賀市市市ののの取取取りりり組組組みみみ状状状況況況等等等   

地域福祉計画は健康福祉分野の各計画と連携を図りながら推進するもので

あり、現行の各計画の概要を以下に示します。 

 

高齢者健康福祉計画・第４期介護保険事業計画（平成 23 年度まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



基本目標４ 

 

地域ケアを推進 

する 

仲
間
と
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に
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と
温
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ま
ち
づ
く
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基本理念 

基本目標１ 

高齢者の元気と 

人にやさしいまち

をつくる 

基本目標３ 

介護保険サービ

スで安心介護の 

体制をつくる 

基本目標と施策の方向 

１ 地域ケア推進体制の充実 

２ 相談・情報提供の推進 

３ 権利擁護の推進 

４ 認知症高齢者対策 

５ 生活支援・福祉サービスの推進 

１ 生きがいづくりの推進 

２ 集まる場づくりの推進と参加促進 

３ 就労機会の充実 

４ 安心対策と人にやさしいまちづくりの推進 

 

１ 健康づくりの支援            

２ 地域支援事業による介護予防の推進 

３ 介護予防給付サービス 

 

１ 介護サービスの質の向上 

２ 介護保険事業の適正な運営 

３ 介護保険給付サービス 

基本目標２ 

健康支援と介護 

予防を推進する 
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障害者基本計画・第２期障害福祉計画（平成 23 年度まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本分野 基本方針 基本施策 

1.啓発・広報の推進 
(1)障がい者に対する理解の促進、障がい者の自

立意識の向上 

2.情報・コミュニケーションの推進 (1)情報手段の充実 

3.福祉教育の推進 (1)学校、地域における福祉教育の促進 

第 1 

啓発・広報 

・情報 

4.ボランティア活動の推進 (1)ボランティア活動への支援及び参加の促進 

1.特別支援教育の充実 

(1)特別支援教育体制の確立 

(2)就学前保育・教育の充実 

(3)学校教育の充実 

(4)教職員の資質と指導力の向上 

(5)ライフサイクルに応じた支援体制の整備 

第 2 

教育・育成 

2.生涯教育の推進 
(1)社会教育の充実 

(2)スポーツ・レクリエーションの充実 

第 3 

雇用・就業 
1.雇用の促進 

(1)障がい者雇用の促進 

(2)福祉的就労の充実 

1.障がいの発生予防 (1)障がいの予防の充実 

2.障がいの早期発見と療育体制の整備 (1)乳幼児健康診査及び相談体制の充実 
第 4 

保健・医療 
3.医療・リハビリテーションの充実 (1)リハビリテーションの充実 

1.障害者自立支援制度の円滑な導入 

2.在宅生活・日中活動への支援 
(1)生活基盤の安定 

(2)在宅生活・日中活動への支援 

3.居住の場への支援 (1)居住の場への支援 
第 5 

福祉 

4.サービス提供体制の充実 

(1)障がい者ケアマネジメント機能の充実・強化 

(2)権利擁護の推進 

(3)相談体制の充実 

1.人にやさしいまちづくりの推進 
(1)交通・安全対策の推進 

(2)道路・公園・公共建築物等の整備 

2.防災対策の充実 
(1)防災対策に関する知識の普及と啓発 

(2)障がい者等災害時要援護者への支援等 

第 6 

生活環境 

3.防犯対策の充実 (1)防犯体制の整備 

 

 
敦賀市障害者福祉計画の基本理念 

ふれあいと温もりのあるまちづくり 

（自立と参加と支えあい） 



 

 －46－ 

次世代育成支援対策行動計画（案）（平成 26 年度まで） 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

目   標 施 策 分 野 

目標１  

地域における子育ての支援 

目標２  

母性並びに乳児及び幼児等の

健康の確保及び増進 

目標３  

子どもの心身の健やかな成長

に資する教育環境の整備 

目標４  

子育てを支援する生活環境の

整備 

目標６  

子ども等の安全の確保 

目標７  

要保護児童への対応等きめ細

やかな取組みの推進 

１．子育て支援サービス 

２．保育サービス 

３．地域における子育て支援のネットワークづくり 

４．児童の居場所づくり、児童健全育成 

２．ひとり親家庭等の自立支援の推進 

１．子どもと母親の健康の確保 

２．食育 

３．思春期保健対策 

１．子どもを生み育てる意義の教育・啓発 

２．学校の教育環境等の整備 

３．家庭や地域の教育力の向上 

４．有害環境対策 

１．良質な住宅の確保 

３．安全な道路交通環境の整備 

１．児童虐待防止対策の充実 

１．多様な就業形態、働き方の見直し等の広報・啓発等 

３．被害を受けた子どもの保護の推進 

１．子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

２．犯罪等の被害防止活動の推進 

３．障がい児施策の充実 

目標５  

職業生活と家庭生活との両立

の推進 ２．仕事と子育ての両立の推進 

４．小児医療 

５．世代間交流、地域資源を活用した子育て支援 

４．安心して外出できる環境の整備 

５．安全・安心まちづくりの推進等 

２．良好な住環境の確保 
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健康つるが 21（敦賀市健康づくり計画）（平成 22 年度まで） 

～みんなで作ろう元気の輪～ 
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「これからの地域福祉のあり方」 

平成 20 年の厚生労働省研究会報告において「これからの地域福祉のあり方」

が示され、地域での新たな支え合いの概念が打ち出されました。また、災害

時に支援が必要な人が地域で増えている状況をふまえた取り組みの重要性が

再認識され、地域で守る活動が進められています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省資料） 

 

 

 


